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ボックスカルバート断面

天端内面

側壁内面

底版内面は、原則対象外
※中性化が進行しにくい範囲
※過度な凍害に対して効果が得られるか要検討

常時気中の範囲（気中部と設定）

季節により流水が接水する範囲
（接水部と設定）

側壁外面

底版外面

側壁内面

天端

水路橋断面

側壁内面

天端

フルーム開水路断面

底版内面は、原則対象外
※中性化が進行しにくい範囲
※過度な凍害に対して効果が得られるか要検討

※擁壁天端部は、常時気中であるが、施工性を
考慮し、側壁内面と一体として施工するもの
とし、接水部の範囲とした。

底版内面は、原則対象外
※中性化が進行しにくい範囲
※過度な凍害に対して効果が得られるか要検討

※原則対象外とした範囲Ｉは、施設の供用環境
や変状状況を考慮し、その適用にあたって
専門技術者へ照会することが望ましい。

 

 
 

【解説】 

9(1)ア(ア) 適用可能性について 

けい酸塩系表面含浸工法の適用可能性について、表 9.1-2 で示した工法に要求される効果

以外の効果について、以下に示す。 

本書で対象とする変状は、表 9.1-2 に示した「中性化」及び「凍害」とする。なお、けい

酸塩系表面含浸工法の効果が期待される期間は、10 年（9(2) 工法の要求性能・品質規格）

としているが、現時点ではけい酸塩系表面含浸工法に耐摩耗性を期待しないことから、摩耗

速度の速い水路については工法の適用について検討が必要である。 

また、開水路のアルカリシリカ反応対策及び塩害対策として外部からの劣化因子の侵入抑

制効果を期待する場合、補修対象が潜伏期の劣化状態であれば、適用を検討することができ

る。 

けい酸塩系表面含浸工法のうち、反応型は表面含浸材の反応機構（表 9.1-5 表面含浸材

の概要）から、中性化が進行し水酸化カルシウムと炭酸化反応した領域では表面含浸材の性

図 9.1-2 けい酸塩系表面含浸工法の適用範囲 
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能が発現しないため、適用範囲外となる。適用工法の種類及び施工する母材の状態を十分把

握し、適用性について検討すること。 

表 9.1-3 農業用コンクリート開水路における表面含浸工法に要求される効果 1) 

工法に要求される効果 
工法分類 
（けい酸

塩系） 

新設、既設

一般土木構

造物におけ

る表面含浸

工法の適用

性評価 ＊1 

農業用ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ開水路で求

められる劣

化抵抗性 

農業農村整備

事業における

採用実績＊2 

農業用コンクリート開

水路で表面含浸工法に

期待する効果（単独工

法の場合） 

接水部 気中部 

劣
化
に
対
す
る
抵
抗
性 

中 性 化 抑 制 
（中性化対策） 

反応型 ○ 
要 

反応型：有 
 

固化型：有 

○ ○ 
固化型 △ ○ ○ 

凍 結 融 解 抵 抗 性 
（凍害対策） 

反応型 ○ 
要 

○ ○ 
固化型 ― △ △ 

アルカリシリカ反応抑制 
（ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応対策） 

反応型 △ 
要 

― ＊3,＊4 ― ＊3,＊4 
固化型 ○ ― ＊3,＊4 ― ＊3,＊4 

塩化物イオンの侵入抑制 
（塩害対策） 

反応型 ○ 
要 

― ＊3,＊4 ― ＊3,＊4 
固化型 ― ― ＊3,＊4 ― ＊3,＊4 

摩耗抑制 
反応型 △ 

要 
― ＊3 ― ＊3 

固化型 △ ― ＊3 ― ＊3 

美
観
・
景
観 

外観維持 
反応型 ○ 

不要 

  

固化型 ○   

排ガス付着防止 
反応型 △   

固化型 ―   

防藻・防カビ 
反応型 △   

固化型 ―   

 

 
＊1 表面保護工法 設計施工指針（案） [工種別マニュアル編] p160 
＊2 農業農村整備事業実績(NNTD)では、適用工種及び適用目的までは不明。 
＊3 農業用コンクリート開水路での効果検証、適用事例が十分でなく、現時点では適用対象外とする。 
＊4 補修対象が潜伏期の劣化状態であれば、アルカリシリカ反応対策及び塩害対策としても外部からの劣化因子

の侵入抑制効果を期待する場合、適用を検討することができる。 

 

また参考として、対象構造物が「新設コンクリート構造物の脱型後の表面・既設コンクリ

ート構造物の表面又は補修断面」となるが、(公社)土木学会から発行されている「表面保護

工法 設計施工指針（案）」における表面含浸工法の適用可能性を以下に示す。なお、一般土

木コンクリート構造物では、橋梁の床版、地覆やコンクリート擁壁等へ表面含浸工法が適用

されている。 

表面含浸工法の各工法における要求性能及びその性能に対する適用可能性については一覧

を表 9.1-4 に示す。 

 

 
1) (公社)土木学会：表面保護工法 設計施工指針(案) [工種別マニュアル編]、2005 

○：適用可能 
△：適用には検討が必要（他補修工との併用等） 
―：適用対象外 
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表 9.1-4 表面含浸の各工法における要求性能及び一般コンクリート構造物への適用可能性 2) 

（適用範囲：新設コンクリート構造物の脱型後の表面・既設コンクリート構造物の表面又は補修断面） 

工法分類 反応機構 期待される機能
要求性能に

関する項目（大分類）
要求性能

に関する項目（小分類）
適用可能性

劣化に対する抵抗性 中性化抑制（中性化対策） ○

劣化に対する抵抗性
塩化物イオンの侵入抑制（塩
害対策）

○

劣化に対する抵抗性 凍結融解抵抗性（凍害対策） ○
水密性 防水 ○

劣化に対する抵抗性
アルカリシリカ反応抑制（アル
カリシリカ反応対策）

△

劣化に対する抵抗性
摩耗抑制（水利構造物のキャ
ビテーション等）

△

美観・景観 排ガス付着防止 △
美観・景観 防藻・防カビ △
美観・景観 外観維持 ○
各種機能付加 脆弱部の強度回復（固化） △
劣化に対する抵抗性 中性化抑制（中性化対策） △

劣化に対する抵抗性
アルカリシリカ反応抑制（アル
カリシリカ反応対策）

○

劣化に対する抵抗性
摩耗抑制（水利構造物のキャ
ビテーション等）

△

美観・景観 外観維持 ○
第三者影響度に関する性能 はく離抵抗性 △
各種機能付加 脆弱部の強度回復（固化） ○

けい酸塩系
固化型

けい酸塩系
反応型

・コンクリート中のCa(OH)2と反応し、

C-S-H結晶を中長期的に形成
・形成されたC-S-H結晶がコンク
リート内の間隙の充填することによ
り、コンクリート表面の組織を緻密化

水が移動媒体となる劣化因
子侵入の抑制

・コンクリート中のCa(OH)2と反応
し、C-S-H結晶を形成。残りの材料
主成分の乾燥により難溶性物質へ
固化する。C-S-H結晶及び固化物
によってコンクリート中の空隙を充
填

コンクリート表面部における
コンクリート組織の強化

コンクリート表面からの水の
浸透防止

コンクリート表面部における
コンクリート組織の強化

 

＊対象構造物：「新設一般コンクリート構造物の脱型後の表面・既設一般コンクリート構造物の表面又は補修断面」 

 

 

 

 

9(1)ア(イ) 適用範囲について 

9(1)ア(イ)1) 流水の影響を受ける接水部への各材料の適用性について 
表面含浸工法は含有されている表面含浸材等の材料特性や反応機構により、期待される

効果が異なる。そのため、工法の適用可能性に関して、適用対象範囲を気中部及び接水部

に分けて検討する。 

かんがい期非かんがい期とも流水の影響を受けない範囲を気中部とし、かんがい期非か

んがい期等による水位変動があるが流水による影響を受けることが想定される範囲を接水

部と規定する。 

なお、けい酸塩系表面含浸工法（反応型・固化型）は、加圧透水試験（「けい酸塩系表面

含浸材の試験方法（案）JSCE-K572」の１試験）にて、加圧水圧下でも表面含浸材の効果

を確認すること。 

また、けい酸塩系表面含浸工法（反応型）は、開水路での追跡調査から接水部での適用

性が確認されている。なお、けい酸塩系表面含浸工法（固化型）は、農業用コンクリート

開水路での検証事例は少ないものの、表面含浸材の劣化因子を遮断する機構を考慮し、反

応型と同様に接水部でも適用可能と判断した。 

以上より、けい酸塩系の表面含浸工法は反応型、固化型とも、接水部への適用性は「あ

り」とした。 

 

 
2) (公社)土木学会：けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）、2012 

○：適用可能 
△：適用には検討が必要（他補修工との併用等） 
―：適用対象外 
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9(1)ア(イ)2) 底版への工法適用について 
緒方ら 3)の報文では、RC 開水路側壁における凍害の発生位置として気中部よりも水中

部は発生可能性が低いとしている（図 9.1-3）。そのメカニズムとして、RC 開水路が凍

結融解の繰返しを受ける凍結期は、非かんがい期に当たり、管理用水の通水状況にもよ

るが、気中部、水中部によらず空気中に曝されていることから、両者とも同様な凍結融

解の繰返しを受けているはずである。それにも関わらず 多頻度水位を境にして凍害の

発生状況が異なるのは、かんがい期、つまりは非凍結期の状態が影響を及ぼしているこ

とが示唆される、としている。 

なお、底版部については非かんがい期（凍結期）に通水していない場合においても、

雨水や融雪水が残りやすく、水分が十分にある状態で凍結融解の繰返しを受けるために

過度な凍害が発生しやすく、堆積土や滞水がある状態では中性化因子がコンクリート内

部に侵入するような状況にはなりにくい。 

したがって、表 9.1-2 にて農業用開水路における表面含浸工法が期待する効果として

「凍害」及び「中性化」を挙げたが、表面含浸工法は劣化抑止性効果が他工法に比べる

と顕著でないという特性から、また、過度な凍害が発生しやすい場所である「底版部」

で期待する効果が得られるか十分には検討がなされていないことから、原則対象外とし

た。なお、中性化については、環境条件として適用範囲からは、原則対象外とした。た

だし、施設の供用環境や変状状況を考慮し、その適用にあたっては専門技術者へ照会す

ることが望ましい。 

 

 

 

図 9.1-3 RC 開水路側壁における凍害発生位置の概略図 3) 

 
3) 緒方英彦ら：RC 開水路の凍害、農業農村工学会誌 第 76 巻 第 9 号、2008 

（色が濃い程発生可能性が大きい） 
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9(1)イ けい酸塩系表面含浸工法の材料について 

9(1)イ(ア) 材料について 

表面含浸材の主成分と改質機構から、(公社)土木学会のけい酸塩系表面含浸工法の設計施

工指針（案）(2012) に示される、以下の分類とし、固化型と反応型に区別する。 

 
図 9.1-4 主成分と改質機構の関連 1) 

また、応じて判断するものとしたの対象とする表面含浸材（けい酸塩系）の概要を次表に

示す。 

表 9.1-5 表面含浸材の概要 
表面含浸工法 表面含浸材の概要と特記事項 反応機構及び特性 

け 

い 

酸 

塩 

系 

け
い
酸
塩
系
表
面
含
浸
工
法 

（
反
応
型
） 

・浸透性固化材や浸透性防水材、あるいは、
コンクリート改質材料とも称され、主成分
はけい酸ナトリウム又はけい酸カリウムで
ある。 

・材料によっては、含浸性を向上させるため
の界面活性剤、コンクリート中の水酸化カ
ルシウムとの反応を改善するための反応促
進剤、けい酸ナトリウム自体の硬化剤が配
合されたものもある。 

・含浸後においても、コンクリートに水分が
供給されると、未反応の表面含浸材主成分
がゲル状になり、水分移動に伴い、コンク
リート内部に浸透する。 

・表面含浸材主成分が、コンクリート中の水酸化カルシ
ウムとの反応により C-S-H ゲルを生成、コンクリー
トの空隙を充填し、コンクリートを改質する。また、
未反応のまま残存している主成分が乾燥により析出し
ても、水分が供給されると再度溶解し、水酸化カルシ
ウムとの反応性を有する。 

・含浸したコンクリート表層部の細孔を充填して、組織
を緻密化するため、各種劣化因子の侵入が抑制され
る。 

・含浸した部分の中性化したコンクリート表層部にアル
カリ性を付与する。 

・表面被覆工や断面修復工を実施する前の補助工法とし
ても使用できる。 

け
い
酸
塩
系
表
面
含
浸
工
法 

（
固
化
型
） 

・浸透性固化材や浸透性アルカリ付与材とも
称され、主成分はけい酸リチウムである。 

・けい酸リチウムを主成分とする水溶液の粘
度は、その固形分濃度により変化するた
め、コンクリート表層部の細孔や微細なひ
び割れに含浸しやすい粘度に調整されてい
る。 

・含浸の初期段階である溶液時には、反応型と同様に、
コンクリート中の水酸化カルシウムとの反応により
C-S-H ゲルを生成する。また、乾燥した後の主成分
固化物は難溶性となる。この生成された C-S-H ゲル
と主成分乾燥固化物がコンクリートの空隙を充填し、
コンクリートを改質する。 

・含浸したコンクリート表層部の細孔を充填して、組織
を緻密化するため、各種劣化因子の侵入が抑制され
る。 

・含浸した部分の中性化したコンクリート表層部にアル
カリ性を付与する。 

・含浸後の乾燥によって固化するが、含浸層に存在する
細孔を完全に閉塞することはない。 

・表面被覆工や断面修復工を実施する前の補助工法とし
ても使用できる。 

 
1) (公社)土木学会：表面保護工法 設計施工指針(案) [工種別マニュアル編]、2005 
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図 9.1-5 主成分としてのけい酸塩系の反応式の例 1) 

 

表面含浸工法は、接水しない環境であっても、コンクリート表層部が大量の水分を含む場

合や、コンクリート組織が相当に緻密である場合及びコンクリート表層部が相当に脆弱であ

る場合等、下地となる開水路のコンクリートの状態により、表面含浸工法の性能を十分に発

揮できない場合がある。表面含浸工法の適用については、現場条件を十分に考慮した設計と

なっているか、工事着手前に再度確認が必要である。 

含浸工法施工前の対策として、ひび割れ補修工法、断面修復工法、劣化部除去工、不陸調

整工等の止水・導水対策が必要となる場合がある。 

 

 
1) (公社)土木学会：表面保護工法 設計施工指針(案) [工種別マニュアル編]、2005 
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【コラム】けい酸塩系表面含浸工法の予防保全的な対策工としての活用について 

けい酸塩系表面含浸工法は、コンクリート表層を緻密化することで、「劣化に対する抵抗性

の向上」「コンクリート表層部の改質」を図る効果がある。(公社)土木学会技術図書「けい酸

塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）」では、工法単独適用の場合には「新設」又は劣化過

程が「潜伏期」までにある構造物を適用対象とし、予防維持管理へ有効に活用できる、との

記載がある。 

表 9.1-6 新設または潜伏期にある構造物を対象とする場合の適用範囲の目安 4) 

 

 

 

図 9.1-6 2～8 章の劣化機構による劣化進行過程の概念図 5) 

 
4) 出典：けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）（2012）,P.28 
5) 出典：コンクリート標準示方書【維持管理編】2018 年制定,P.106 
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そのため、本書の適用対象である農業用コンクリート開水路に、けい酸塩系表面含浸工法

を適用する際にも、「新設」や「潜伏期」といった予防保全段階での活用が期待される。（例

えば、鉄筋コンクリート開水路での新設時にけい酸塩系表面含浸工法を適用すれば、躯体表

面の微細な初期ひび割れを緻密化（＝劣化因子の侵入抑制）し、CO2 の侵入を抑制すること

で中性化の進行を遅らせたり、表面からの水分の浸透を低下させることにより凍害等による

施設の性能低下を抑制する。） 

 

※本コラムで示している「予防保全段階」とは、補修対策が必要となる「進展期」に達する前に、「潜伏期」

で適用する対策と位置付ける。 

 

一般的に表面含浸工法の施工単価は、他工法と比較し安価である。そのため、表面含浸工

法を「新設」若しくは「潜伏期」の段階で、劣化因子の侵入抑制等を目的とした予防保全的

な使い方として適用すれば、補修対策を実施する場合よりも機能保全コストを低減できる可

能性がある。 

（例えば、「新設」時からけい酸塩系表面含浸工法を定期的に適用した場合、当該施設に求

められる性能が管理水準以下になることを抑止する効果及び管理水準以下になる時点を先延

ばしできる可能性がある。） 

加えて、けい酸塩系表面含浸工法は、「9(3) 工法の施工」に記載の下地処理工が不要な状

況であれば、通常の高圧洗浄による洗浄工を行う事で、施設管理者でも容易に施工可能であ

るため、他工法と比較すると適用が容易で施工コストも安価である。 

ただし、けい酸塩系表面含浸工法を予防保全として活用した場合の性能低下の抑制効果に

ついては、躯体表面の改質に留まるため、流水による摩耗や地下水の影響等の農業用コンク

リート開水路特有の環境条件によっては、期待した効果が持続的に発揮できない場合もある。

そのため、効果が期待される期間については引き続き研究が必要である。また、機能保全コ

ストの具体的な試算にあたっては、施設の条件に応じた検討が必要である。 
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9(2) 工法の要求性能・品質規格 

表面含浸工法の要求性能・品質規格については、表面含浸材料毎に性質・特性が異なること

から、各材料（けい酸塩系表面含浸工法（反応型）、けい酸塩系表面含浸工法（固化型））につ

いて個別に記載する。 

 

9(2)ア けい酸塩系表面含浸工法（反応型） 

けい酸塩系表面含浸工法（反応型）に使用する材料・工法は、表 9.2-1 の品質規格を満

足しなければならない。 

表 9.2-1 けい酸塩系表面含浸工法（反応型）に使用する材料・工法の品質規格 

要求性能項目 品質項目 照査方法 品質規格値（案）＊1 

基本的

性能 

緻密度 乾燥固形分率 
JSCE-K 572-2018 

6.2 乾燥固形分率試験 
10%以上 

中性化抑止性 中性化抑制率 

JSCE-K 572-2018 

6.8 中性化に対する抵抗

性試験 

10%以上 

個別的

性能 
耐凍害性 

透水抑制率 
JSCE-K 572-2018 

6.6 透水量試験 
20%以上 

吸水抑制率 
JSCE-K 572-2018 

6.7 吸水率試験 
10%以上 

 

＊1 品質規格値（案）は、JSCE-K 572-2018 による室内試験での規格値となる。 
 なお、補修の効果が期待される期間は、上記照査方法として示している室内試験と同様に新設構造物に
対する効果として、供試体試験結果等から 10 年程度を見込む。 

 
 

【解説】 

9(2)ア(ア) 品質項目 

補修の効果が期待される期間中、けい酸塩系表面含浸工法（反応型）の要求性能が保持さ

れるよう、けい酸塩系表面含浸工法（反応型）に使用する材料・工法に求められる品質規格

を設定するものとし、表 9.2-1 に品質規格（案）として示す。 
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9(2)ア(イ) 品質規格 

① 緻密度 

けい酸塩系表面含浸工法（反応型）は、表面含浸材主成分がコンクリート中の水酸化

カルシウムとの反応により反応生成物（C-S-H ゲル）を生成し、コンクリート表層部の

空隙構造を充填し緻密化することにより、劣化因子である二酸化炭素、塩化物イオン、

水分等の浸入を抑制する工法である。 

空隙構造を十分に緻密化するためには、コンクリート表層部において、水酸化カルシ

ウムと表面含浸材の成分が不足なく反応し、C-S-H ゲルを生成する必要があることから、

表面含浸材の成分量の指標である乾燥固形分率を品質項目として設定する。 

 

【照査方法】 

試料には希釈や濃縮を行っていない開栓直後のけい酸塩系表面含浸材を使用する。容

器に 100.0 ± 0.1 g の試料を投入し、0.01 g 単位で質量 m0を測定する。温度 105 ± 5 ℃

の恒温槽に試料の入った容器を入れ 24 ± 2 時間ごとに取り出し、デシケーター内で常温

にした後、0.01 g 単位で質量 m1を測定する。なお、容器に異物が入らないようにする。

質量変化が 1 g/日以内になった時点で終了し、乾燥固形分率 r を求める。 

乾燥固形分率 r の求め方は、次による。 

 

ここに、r：乾燥固形分率(%) 

m0：乾燥前の試料の質量(g) 

m1：乾燥後の試料の質量(g) 

 

【品質規格値】 

(公社)土木学会：けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）では「これまでの施工

実績によれば、けい酸塩系表面含浸材の一般的な設計塗布量は 200～300 g/m2 であり、

その設計塗布量中に含まれる乾燥固形分量は、概ね 20 g/m2以上である」との記載がある

ため JSCE-K 572-2018 6.2 乾燥固形分率試験から求められた乾燥固化分率 10％以上

（200 g/m2 塗布で固形分 20 g/m2 以上となる率）を品質規格値（案）とする。 
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② 中性化抑止性 

けい酸塩系表面含浸工法は、コンクリート表層部の空隙構造の緻密化により、劣化因子

である二酸化炭素の侵入を抑制する工法である。そこで、表面含浸材を塗布した試験体

と表面含浸材を塗布しなかった試験体（=対照試験体）との中性化深さの測定結果を比較

することで性能を確認する。 

なお、無筋コンクリート開水路では、中性化抑止性は不要である。 

 

【照査方法】 

中性化抑止性の試験方法は、JSCE-K-572 に記載のとおり、JSCE-K 572-2018「表面

含浸材の試験方法(案)」に基づくものとする。 

a)試験体について JIS A 1153 に準拠して温度 20 ± 2 ℃、相対温度( 60 ± 5 )%、 二酸化炭

素濃度 5 ± 0.2 %の条件下で 28 日間の促進中性化試験を行う。 

b)促進中性化試験後 JIS A 1152 に準拠し、試験体の含浸面を 2 分割するように試験体を

割裂して、 割裂面の含浸面及びそれに対向する面(対照試験体(＊)の試験面)からの中性

化深さをノギスを用いて 0.1 mm まで測定し、それぞれを試験体及び対照試験体の中

性化深さとする。試験体及び対照試験体の中性化深さは、対面する割裂面で各々3 か

所、合計 6 か所測定し、その平均値を算出して中性化深さとする。中性化深さは 3 個

の試験体の平均で示す。 

また、試験体及び対照試験体の中性化深さから中性化深さ比を算出する。 

さらに、中性化に対する抵抗性を評価するために、次式によって中性化に対する抑制

率を求める。 

中性化深さ比（％）＝（ 試験体の中性化深さ / 対照試験体の中性化深さ ）×100 

中性化抑制率（％）＝100‐中性化深さ比 

 

＊対照試験体とは、JSCE-K 572-2018「表面含浸材の試験方法(案)」に基づき作成したけい酸塩系表

面含浸材を含浸させていない基準となるモルタル試験体 

 

【品質規格値】 

表面保護工法 設計施工指針（案）では、けい酸塩系表面含浸工法の中性化による劣化

抑制の性能として中性化抑制率を定めており、けい酸塩系表面含浸工法では 10％以上 30％

未満（グレ－ド B）としている。近年、農業農村整備事業で実績のある材料では中性化抑

制率にバラつきがあることから、グレード B の 低値を採用し、10%以上を品質規格値

(案)とする。 

 

 

 

 



-249- 

③ 耐凍害性 

凍害のおそれのある地域では、表面含浸材に耐凍害性が要求される。 

けい酸塩系表面含浸材は、コンクリート表層部に含浸して空隙構造を緻密化するため、

コンクリート表面からの透水・吸水を抑制する効果を有する。試験方法は、JSCE-K-572

に記載のとおり、JSCE-K 571-2018「表面含浸材の試験方法(案)」に基づくものとする。 

 

a) 透水性：JSCE-K 572-2018 6.6 透水量試験（JSCE-K 571 の試験方法に準ずる） 

【照査方法】 

試験体の含浸面及び対照試験体の試験面に透水試験器具を止め付け、透水量試験を行う。 

試験供試体は、同試験方法の標準状態試験体とする。対照試験体は表面含浸材を含浸

しないで、試験体の作製が終了するまで温度 23 ± 2 ℃、相対湿度(50 ± 5)%の条件下に

14 日間静置した試験用基板とする。 

試験開始時から 7 日後の水頭の高さを読み取り、試験前の高さとの差から透水量を算

出する。透水量は 3 個の試験体の平均値で示す。また、試験体及び対照試験体の透水量

から透水比を算出する。 

さらに、透水に対する抵抗性を評価するために次式によって、透水に対する抑制率を

求める。 

  透水比 (%) ＝ （ 試験体の透水量 / 対照試験体の透水量 ）×100 

  透水抑制率 (%) = 100 － 透水比 

 

図 9.2-1 透水量試験方法（単位：mm） 

【品質規格値】 

表面保護工法 設計施工指針（案）では、透水に対する抵抗性として透水抑制率を評

価値として定めており、けい酸塩系表面含浸工法では、60 %以下（グレード C）として

いる。 

一方で、近年、農業農村整備事業で実績のある材料では透水抑制率にバラつきがある

ことから、これを加味したグレード C 範囲内の値を採用し、20%以上を品質規格値(案)

とする。 
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b) 吸水性：JSCE-K 572-2018「6.7 吸水率試験」（JSCE-K 571 の試験方法に準ずる） 

【照査方法】 

試験体の含浸面及び対照試験体の試験面が側面になるよう水中で浸せきし、吸水性試

験を行う。 

試験供試体は同試験方法の標準状態試験体とする。対照試験体は表面含浸材を含浸し

ないで、試験体の作製が終了するまで温度 23 ± 2 ℃、相対湿度(50 ± 5)%の条件下に 14

日間静置した試験用基板とする。 

試験開始前から 7 日後に試験用容器から試験体及び対照試験体を取り出し、湿布を用

いて表面の水分を除去した後に質量を測定し、吸水率を算出する。吸水率は 3 個の試験

体の平均値で示す。また、試験体及び対照試験体の吸水率から、吸水比を算出する。 

 

  
𝑊𝑎 𝑊𝑎𝑖 𝑊𝑎0

𝑊𝑎0
100 

 
 

  ここに、Wa：吸水率（％） 

      Wa0：試験開始時の試験体質量 （g） 

      Wai：試験開始時から 7 日後における試験体質量（g） 

  吸水比 ＝ ( 試験体の吸水率 / 対象試験体の吸水率 ) ×100 

 

さらに、吸水に対する抵抗性を評価するために次式によって、吸水に対する抑制率を

求める。 

  吸水抑制率 = 100 - 吸水比 

 

   図 9.2-2 吸水率試験方法(単位：mm) 

 

【品質規格値】 

表面保護工法 設計施工指針（案）では吸水に対する抵抗性として、吸水抑制率を評

価値として定めており、けい酸塩系表面含浸工法では 60 %以下（ｸﾞﾚｰﾄﾞ C）としている。 

一方で、近年、農業農村整備事業で実績のある材料では吸水抑制率にバラつきがある

ことから、これを加味したグレード C 範囲内の値を採用し、10 %以上を品質規格値(案)

とする。 
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9(2)イ けい酸塩系表面含浸工法（固化型） 

けい酸塩系表面含浸工法（固化型）に使用する材料・工法は、表 9.2-3 の品質規格を満

足しなければならない。 

表 9.2-3 けい酸塩系表面含浸工法（固化型）に使用する材料・工法の品質規格 

要求性能項目 品質項目 照査方法 品質規格値（案） 

基本的

性能 

緻密度 乾燥固形分率 
JSCE-K 572-2018 

6.2 乾燥固形分率試験 
10%以上 

中性化抑止性 中性化抑制率 

JSCE-K 572-2018 

6.8 中性化に対する抵抗

性試験 

20%以上 

個別的

性能 
耐凍害性 

透水抑制率 
JSCE-K 572-2018 

6.6 透水量試験 
50%以上 

吸水抑制率 
JSCE-K 572-2018 

6.7 吸水率試験 
20%以上 

 
＊1 品質規格値（案）は、JSCE-K 572-2018 による室内試験での規格値となる。 
 なお、補修の効果が期待される期間は、上記照査方法として示している室内試験と同様に新設構造
物に対する効果として、供試体試験結果等から 10 年程度を見込む。 

 

【解説】 

9(2)イ(ア) 品質項目 

補修の効果が期待される期間中、けい酸塩系表面含浸工法（固化型）の要求性能が保持さ

れるよう、けい酸塩系表面含浸工法（固化型）に使用する材料・工法に求められる品質規格

を設定するものとし、表 9.2-3 に品質規格値（案）として示す。 
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9(2)イ(イ) 品質規格 

① 緻密度 

けい酸塩系表面含浸工法（固化型）は、含浸の初期段階である溶液時には、反応型と

同様に、コンクリート中の水酸化カルシウムとの反応により C-S-H ゲルを生成する。ま

た、乾燥した後の主成分固化物は難溶性となる。この生成された C-S-H ゲルと主成分乾

燥固化物がコンクリート表層部の空隙構造を充填し緻密化することにより、劣化因子で

ある二酸化炭素、塩化物イオン、水分等の浸入を抑制する工法である。 

空隙構造を十分に緻密化するためには、コンクリート空隙を充填し緻密化するのに十

分な量の主成分乾燥固化物を生成する必要があることから、表面含浸材の成分量の指標で

ある乾燥固形分率を品質項目として設定する。 

 

【照査方法】 

試料には、希釈や濃縮を行っていない開栓直後のけい酸塩系表面含浸材を使用する。

容器に 100.0 ± 0.1 g の試料を投入し、0.01 g 単位で質量 m0 を測定する。温度 105 ± 

5 ℃の恒温槽に試料の入った容器を入れ、24 ± 2 時間ごとに取り出し、デシケーター内で

常温にした後、0.01 g 単位で質量 m1を測定する。なお、容器に異物が入らないようにす

る。質量変化が 1g/日以内になった時点で終了し、乾燥固形分率 r を求める。 

乾燥固形分率 r の求め方は、次による。 

 

ここに、r：乾燥固形分率(%) 

m0：乾燥前の試料の質量(g) 

m1：乾燥後の試料の質量(g) 

 

【品質規格値】 

(公社)土木学会：けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）では、「これまでの施

工実績によれば、けい酸塩系表面含浸材の一般的な設計塗布量は 200～300 g/m2 であり、

その設計塗布量中に含まれる乾燥固形分量は、概ね 20 g/m2以上である」との記載がある

ため、JSCE-K 572 6.2 乾燥固形分率試験で 10 ％以上（200 g/m2 塗布で固形分 20 g/m2 以上と

なる率）を品質規格値（案）とする。 
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② 中性化抑止性 

けい酸塩系表面含浸工法は、コンクリート表層部の空隙構造の緻密化により、劣化因子

である二酸化炭素の侵入を抑制する工法である。そこで、表面含浸材を塗布した試験体と

表面含浸材を塗布しなかった試験体（=対照試験体）との中性化深さの測定結果を比較する

ことで性能を確認する。 

なお、無筋コンクリート開水路では、中性化抑止性は不要である。 

 

【照査方法】 

中性化抑止性の試験方法は、JSCE-K-572 に記載のとおり、JSCE-K 572-2018「表面含

浸材の試験方法(案)」に基づくものとする。 

 

a) 試験体について、 JIS A 1153 に準拠して、温度 20 ± 2 ℃、相対温度(60 ± 5) %、二酸

化炭素濃度 5 ± 0.2 %の条件下で、28 日間の促進中性化試験を行う。 

b) 促進中性化試験後 JIS A 1152 に準拠し、試験体の含浸面を 2 分割するように、試験体

を割裂して、 割裂面の含浸面及びそれに対向する面(対照試験体(＊)の試験面)からの中

性化深さをノギスを用いて 0.1 mm まで測定し、それぞれ、試験体及び対照試験体の

中性化深さとする。試験体及び対照試験体の中性化深さは、対面する割裂面で各々3

か所、合計 6 か所測定し、その平均値を算出して、中性化深さとする。中性化深さは、

3 個の試験体の平均で示す。 

また、試験体及び対照試験体の中性化深さから、中性化深さ比を算出する。 

さらに、中性化に対する抵抗性を評価するために、次式によって、中性化に対する抑

制率を求める。 

 

中性化深さ比（％）＝（ 試験体の中性化深さ / 対照試験体の中性化深さ ）×100 

中性化抑制率（％）＝100‐中性化深さ比 

 

＊対照試験体とは、JSCE-K 572-2018「表面含浸材の試験方法(案)」に基づき作成したけい酸塩系表面

含浸材を含浸させていない基準となるモルタル試験体 

 

【品質規格値】 

表面保護工法 設計施工指針（案）では、けい酸塩系表面含浸工法の中性化による劣化

抑制の性能として、中性化抑制率を定めており、けい酸塩系表面含浸工法では、10 ％以上

30 ％未満（グレード B）としている。 

近年、農業農村整備事業で実績のある材料では、中性化抑制率にバラつきがあることか

ら、これを加味したグレード B 範囲内の値を採用し、20 %以上を品質規格値(案)とする。 
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③ 耐凍害性 

凍害のおそれのある地域では、表面含浸材に耐凍害性が要求される。 

けい酸塩系表面含浸材は、コンクリート表層部に含浸して空隙構造を緻密化するため、

コンクリート表面からの透水・吸水を抑制する効果を有する。試験方法は、JSCE-K-572

に記載のとおり、JSCE-K 571-2018「表面含浸材の試験方法(案)」に基づくものとする。 

 

a) 透水性：JSCE-K 572-2018 6.6 透水量試験（JSCE-K 571 の試験補法に準ずる） 

【照査方法】 

試験体の含浸面及び対照試験体の試験面に透水試験器具を止め付け、透水量試験を行う。 

試験供試体は、同試験方法の標準状態試験体とする。対照試験体は、表面含浸材を含

浸しないで、試験体の作製が終了するまで温度 23 ± 2 ℃、相対湿度(50 ± 5)%の条件下

に 14 日間静置した試験用基板とする。 

試験開始時から 7 日後の水頭の高さを読み取り、試験前の高さとの差から、透水量を

算出する。透水量は、3 個の試験体の平均値で示す。また、試験体及び対照試験体の透

水量から、透水比を算出する。 

さらに、透水に対する抵抗性を評価するために、次式によって、透水に対する抑制率

を求める。 

  透水比 (%) ＝ （ 試験体の透水量 / 対照試験体の透水量 ）×100 

  透水抑制率 (%) = 100 － 透水比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.2-3 透水量試験方法（単位：mm） 

 

【品質規格値】 

表面保護工法 設計施工指針（案）では、透水に対する抵抗性として、透水抑制率を

評価値として定めており、けい酸塩系表面含浸工法では、60%以下（グレード C）とし

ている。 

近年、農業農村整備事業で実績のある材料の現況を踏まえ、グレード C 範囲内の値を

採用し、50%以上を品質規格値(案)とする。 
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b) 吸水性：JSCE-K 572-2018「6.7 吸水率試験」（JSCE-K 571 の試験方法に準ずる） 

【照査方法】 

試験体の含浸面及び対照試験体の試験面が側面になるよう水中で浸せきし、吸水性試

験を行う。 

試験供試体は同試験方法の標準状態試験体とする。対照試験体は表面含浸材を含浸し

ないで、試験体の作製が終了するまで温度 23 ± 2 ℃、相対湿度(50 ± 5)%の条件下に 14

日間静置した試験用基板とする。 

試験開始前から 7 日後に試験用容器から試験体及び対照試験体を取り出し、湿布を用

いて表面の水分を除去した後に質量を測定し、吸水率を算出する。吸水率は 3 個の試験

体の平均値で示す。また、試験体及び対照試験体の吸水率から、吸水比を算出する。 

 

  
𝑊𝑎 𝑊𝑎𝑖 𝑊𝑎0

𝑊𝑎0
100 

 
 

  ここに、Wa：吸水率（％） 

      Wa0：試験開始時の試験体質量 （g） 

      Wai：試験開始時から 7 日後における試験体質量（g） 

  吸水比 ＝ ( 試験体の吸水率 / 対象試験体の吸水率 ) ×100 

 

さらに、吸水に対する抵抗性を評価するために次式によって、吸水に対する抑制率を

求める。 

  吸水抑制率 = 100 - 吸水比 

 

      図 9.2-4 吸水率試験方法(単位：mm) 

 

【品質規格値】 

表面保護工法 設計施工指針（案）では、吸水に対する抵抗性として、吸水抑制率を

評価値として定めており、けい酸塩系表面含浸工法では、60 %以下（グレード C）とし

ている。 

近年、農業農村整備事業で実績のある材料の現況を踏まえ、グレード C 範囲内の値を

採用し、20 %以上を品質規格値(案)とする。 
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9(3) 工法の施工 

表面含浸工法の要求性能・品質規格については、表面含浸材料毎に性質・特性が異なること

から、各材料（けい酸塩系（反応型・固化型）について個別に記載する。 

表面含浸工法の施工にあたっては、工法の特性を踏まえ、母材の状態に応じて必要な対策を

事前に行うものとする。また、適用対象開水路の劣化因子にアルカリシリカ反応や化学的侵食

が含まれる場合は、原則として適用不可とする。個別の適用可能性については、表 9.1-2 及び

表 9.1-3 を参考にすること。 

なお、施工方法の詳細については、各メーカー・材料毎に規定されているため、施工手順書

等を遵守すること。 

(1) 表面含浸工法の施工にあたっては、各工法の特性を踏まえ、母材の状態に応じて、ひび

割れ補修工法、断面修復工法、脆弱部除去工、不陸調整工等の事前対策を表面含浸工法

の実施前に行うものとする。 

(2) また、現場条件により止水及び導水対策が必要となる場合がある。 

(3) 特に、各材料によって、施工条件（湿潤・乾燥）が異なるため、現場条件に応じた適切

な施工を行うこと。 

 

【解説】 

(1) について 

表面含浸工法の実施前には、母材の状態を確認し、必要に応じて事前対策を行うものと

する。例えば、ひび割れについては、表面含浸工法が適用可能なひび割れ幅は、原則とし

て 0.2 mm 未満であり、それ以上のひび割れ幅を有する場合については、事前にひび割れ

補修工を実施しなければならない。また、事前に既設水路躯体（下地コンクリート）の断

面修復を行い、既設水路躯体との一体化を図ることで、後から行う含浸工法の施工性が確

保される場合もある。 

よって、表面含浸工法を行う際は、各工法の特性を踏まえ、必要に応じて、事前にひび

割れ補修及び断面修復を行う必要がある。 

 

(2) について 

既設水路躯体からの侵入水や湧水がある場合は、表面含浸材の浸透を阻害するおそれが

あるため、事前に止水又は導水対策を施さなければならない。 

止水及び導水対策の方法は、状況に応じて検討する必要がある。 

 

(3) について 

表面含浸材料によっては、施工から養生時までコンクリート表面の乾燥状態を保つこと

で含浸する材料や、コンクリート表面の湿潤状態を保つことで含浸する材料があるため、

材料に応じて施工時の条件を検討する必要がある。 
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表 9.3-1 各材料の施工条件 

材料名 施工条件 

反応型けい酸塩系表面含浸材 湿潤状態 

固化型けい酸塩系表面含浸材 乾燥状態 
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9(3)ア けい酸塩系表面含浸工法（反応型） 

けい酸塩系表面含浸工法（反応型）の標準的な施工手順を次に示す。 

なお、材料・工法の相違によって、施工手順が多少異なる場合がある。 

 

(1) 準備工 

(2) 下地処理工 

(3) 表面含浸工 

①表層部水分調整 

②表面含浸材塗布 

③湿潤散水 

(4) 養生工 

 

【解説】 

けい酸塩系表面含浸工法（反応型）の性能は、施工方法によって発揮する性能が大きく異

なる。標準使用量や塗布回数は、施工部位やコンクリートの状態、材料の特性等によって異

なり、設計に基づいた使用量を適切な施工によりコンクリート表層部に確実に含浸させるこ

とが重要である。 

なお、けい酸塩系表面含浸工法（反応型）は、表面含浸材の反応機構（表 9.1-5 表面含浸

材の概要）から、中性化が進行し水酸化カルシウムと反応しない領域では表面含浸材の性能

が発現しないため、適用範囲外となる。よって、施工するコンクリート母材の中性化状況に

留意が必要である。 

 

(1) 準備工 

準備工については、「4(3)ア 準備工」を参照されたい。 

 

(2) 下地処理工 

本項の下地処理工は、コンクリート母材表層部へ表面含浸材を塗布する場合を対象とし、

表面含浸材の使用方法としては、「9(1) 工法の概要・特徴」に示す「表面含浸工法」を対象

とする。同様にコンクリート母材表層部へ表面含浸材を塗布する「補助工法 ①母材表面品質

改質」についても、本項の施工方法に基づくものとする（図 9.3-1）。 

なお、下地処理工の基本的な事項については、「4(3)イ 下地処理工」を参照されたい。 

けい酸塩系表面含浸工法及び「補助工法 ①母材表面品質改質」の施工にあたり、母材の状

態に応じて事前に行う下地処理工及び前処理工施工時の留意点を以下に示す。 

 

1.  下地処理工（洗浄工、劣化部除去工） 

① 表面含浸材の塗布前に、含浸効果を高めるために必要に応じて清掃を目的とした高圧

洗浄を行うものとする。 
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② 劣化因子を含有した部分及び脆弱部分のコンクリートを除去する劣化部除去工を必要

に応じて併用する場合もある。なお、劣化部除去工は①の高圧洗浄で実施しても良い。 

 

2.  前処理工（ひび割れ補修工法、断面修復工法、不陸調整工） 

① 表面含浸工法の適用可能なひび割れ幅は原則として 0.2 mm 未満であるため、0.2 mm

以上のひび割れがある場合にはひび割れ補修工を適用する。 

※けい酸塩系表面含浸工法は、表層部の緻密化を目的として適用される工法であるた

め、幅 0.2 mm 程度以下の微細なひび割れであれば各種劣化因子の侵入抑制効果が

期待できる。しかし、幅 0.2mm を超える大きなひび割れ幅の場合や、挙動が大き

い場合、貫通している場合には効果を期待することは難しいため、必要に応じてひ

び割れ補修工法を適用する。 

② 下地処理後、既設水路躯体表面に不陸がある場合等、躯体断面の復旧及び表面を平滑

にする必要がある場合もある。その際は、必要に応じて断面復旧工及び不陸調整工を

行う。 

 

①  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

図 9.3-1 本章の下地処理工の対象とする表面含浸材の塗布部位（コンクリート躯体表層） 

 

①母材表面品質改質 

対象外 
（②無機系表面被覆工法

の品質向上） 

表面 
被覆工

表面含浸材による補修
効果を工法の主な効果
とする使用方法 

不陸 
調整 

補助工法 

表面含浸工法 

コンクリート表層部の
組織を改質・緻密化 

表面被覆工法
との併用 
＊5(1)オ参照 

不陸 
調整 断面 

修復 
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(3) 表面含浸工 

表面含浸工には、表層部水分調整、表面含浸材塗布、湿潤散水の 3 つの工程があり、この

うち、表層部水分調整時の散水及び湿潤散水については、施工箇所のコンクリート表層部の

状況や用いる材料・工法によって、省略することができる。 

 

①  表層部水分調整 

コンクリート表層部の水分量を、けい酸塩系（反応型）表面含浸材に適した状態にす

る工程。けい酸塩系（反応型）表面含浸材を適用したコンクリートが所要の性能を満足

できるよう、予め施工範囲のコンクリート表層部を施工仕様に示される湿潤状態あるい

は湿り気を帯びた状態としなければならない。ただし、用いる材料・工法によって、乾

燥状態のまま施工可能な場合もあるので、確認が必要とする。 

 

 

図 9.3-2 表層部水分調整の例 

②  表面含浸材塗布 

けい酸塩系（反応型）表面含浸材の使用量は、施工条件、施工部位、施工方法、コン

クリート表層部の状態や材料特性等を考慮して、コンクリートが所要の性能を満足する

設計塗布量に基づいた使用量を定めなければならない。 

 

けい酸塩系（反応型）表面含浸材の塗布方法は、ローラー塗りあるいは噴霧が一般的

であるが、施工規模が小さい場合には刷毛塗りも用いられる。ローラー塗りあるいは刷

毛塗りの場合は、ローラー又は刷毛を一方向だけでなく十字方向に往復させ、材料をむ

らなく塗り込み、十分コンクリート表層部に浸透させることが重要である。なお、噴霧

の場合もローラーを併用し、材料がコンクリート表面に残らないよう浸透させることが

重要である。 
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写真9.3-1 表面含浸材塗布（噴霧）        写真9.3-2 表面含浸材塗布（ローラー） 

 

③  湿潤散水 

けい酸塩系（反応型）表面含浸材は、乾燥に伴い粘度が増加し、徐々に浸透性が損なわ

れる。ただし、けい酸塩系（反応型）表面含浸材は可溶性であるため、水分を供給するこ

とにより溶解し、再び粘度が低下する。この性質を利用し、材料の塗布後に散水し湿潤さ

せることで、材料の浸透を促進させることが有効である。なお、用いる材料・工法によっ

て表面含浸材塗布後の湿潤散水を必要としない場合もある。 

 

 

写真 9.3-3 湿潤散水 

 

(4) 養生工 

けい酸塩系（反応型）表面含浸材は、一般的に、施工後の湿潤状態を保持することによっ

て、表面含浸材のコンクリート表層部への含浸及びコンクリート中の水酸化カルシウムとの

反応が促進されることで所要の性能が発揮される。雨水や朝露等で水分供給のある環境の場

合は、曝露状態のままで、特に追加処理の必要はない。水分供給が望めない環境の場合は、

塗布工完了後に施工箇所を散水あるいはシート養生する等乾燥を防ぐ処理を行い、湿潤状態

を保持し、反応を促進させるよう適切に養生する。 
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9(3)イ けい酸塩系表面含浸工法（固化型） 

けい酸塩系表面含浸工法（固化型）の標準的な施工手順を次に示す。 

なお、材料・工法の相違によって、施工手順が多少異なる場合がある。 

(1) 準備工 

(2) 下地処理工 

(3) 表面含浸工 

①表層部水分率計測 

②表面含浸材塗布 

(4) 養生工 

 

【解説】 

けい酸塩系表面含浸工法（固化型）の性能は、施工方法によって発揮する性能が大きく異

なる。標準使用量や塗布回数は、施工部位やコンクリートの状態、材料の特性等によって異

なり、設計に基づいた使用量を適切な施工によりコンクリート表層部に確実に含浸させるこ

とが重要である。 

 

(1) 準備工 

準備工については、「4(3)ア 準備工」を参照されたい。 

 

(2) 下地処理工 

下地処理工については、けい酸塩系表面含浸工法（反応型）と同様とし「9(3)ア (2) 下地

処理工」を参照されたい。 

 

(3) 表面含浸工 

表面含浸工には、表層部水分率測定、表面含浸材塗布の 2 つの工程がある。 

含浸深さや所定の期待される機能はコンクリートの配合や乾燥状態、表面含浸材の主成分

及びその濃度等により影響を受ける。 
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①  表層部水分率計測 

コンクリート表層部の乾燥状態を計測する工程で、けい酸塩系（固化型）表面含浸材の

含浸性能を満足できるよう、予め施工範囲のコンクリート表層部を施工仕様に示される乾

燥状態であることを確認しなければならない。 

特に、準備工に高圧洗浄等による清掃のために水を使用した直後や、降雨の後には、コ

ンクリート表面が乾燥していてもコンクリート表層部は湿潤状態となっていることがある

ため、想定される含浸深さまで乾燥状態となるように調整する必要がある。 

コンクリート表層部の乾燥状態は、直接確認することが難しいことから、コンクリート

表面の目視及び指触に加え、水分計を用いることで直接確認し、設計で想定した乾燥状

態であることを確認しなければならない。 

 

②  表面含浸材塗布 

けい酸塩系（固化型）表面含浸材の使用量は、施工条件、施工部位、施工方法、コンク

リート表層部の状態、外気温や材料特性等を考慮して、コンクリートが所要の性能を満足

する設計塗布量に基づいた使用量を定めなければならない。 

特に、希釈して用いると、表面含浸材中に含まれる乾燥固形分の割合が低下し、所要の

性能を満足できなくなるため、受け入れたままの原液の状態で使用し、希釈してはならな

い。 

けい酸塩系（固化型）表面含浸材の塗布方法は、ローラー塗りあるいは噴霧が一般的で

あるが、施工規模が小さい場合には刷毛塗りも用いられる。 

ローラー塗りあるいは刷毛塗りの場合は、ローラー又は刷毛を一方向だけでなく十字方

向に往復させ、材料をむらなく塗り込み、十分コンクリート表層部に浸透させることが重

要である。なお、噴霧の場合もローラーを併用し、材料がコンクリート表面に残らないよ

う浸透させることが重要である。 

 

写真9.3-4 表面含浸材塗布（噴霧）        写真9.3-5 表面含浸材塗布（ローラー） 
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(4) 養生工 

けい酸塩系（固化型）表面含浸材は、施工後の乾燥により主成分が固化することで所要の

性能を発揮するため、施工箇所に雨が掛からないようにする等、所定の期間、施工範囲のコ

ンクリート表層部を乾燥状態に保持する必要がある。 

 

9(4) 含浸工法適用時の留意事項について 

9(4)ア 経年劣化したコンクリートへの含浸深さの規格値について 

表面含浸工法の品質規格において、「含浸深さ」の品質規格値が定められているが、(株)高

速道路総合技術研究所が出版している「設計要領」や、(公社)土木学会指針等で主に対象とし

ているのは新設コンクリートであり、コンクリート構造物（主に橋梁）に対する予防保全段

階での適用を想定している。 

一方、新設コンクリートと異なり、既設コンクリートでは、反応機構上、表層を改質する

ためのコンクリート成分が変質、消失している場合も十分に考えられるため、所定の機能が

十分に付与できない可能性がある。 

特に、けい酸塩系表面含浸工法（反応型）では、一般にコンクリート表層の改質に必要な

水酸化カルシウムが経年劣化（中性化、溶出）により消失していれば、含浸深さがあったと

しても十分な機能が付与できないことが知られている。 

上記について、農業用コンクリート開水路における実証データが乏しく、どの程度の含浸

深さがあれば効果が期待できるのか、補修の効果が期待される期間はどの程度なのかについ

て十分な検証ができていない状況である。 

そのため、現在の含浸深さの規格値について施工現場でのデータを踏まえ、必要に応じて

見直すことが望ましい。 
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9(5) 参考工法（シラン系） 

シラン系表面含浸工法は、農業用コンクリート開水路の接水部における効果発揮の実績が乏

しく、現時点では適用性等の判断が出来ないことから、本書の適用工法からは対象外とした。

ただし、シラン系についても適用可能性を引き続き検討する必要はあることから、本章へ参考

工法として記載する。 

 

9(5)ア 工法の概要・特徴 

シラン系表面含浸工法の特徴は、コンクリート表面から含浸させる表面含浸材により、表

面含浸材塗布表面へ疎水性が付与されることにある。これによりコンクリート表面が撥水性

を持ち、表面からの水の浸入を抑制する。表面含浸材によりコンクリートの細孔を塞ぐこと

が無いため、施工後のコンクリート表層は、水は通らないが水蒸気は通過する。 

なお、シラン系の表面含浸材は、例えるならばコンクリート表層に不透水の膜が形成され

る様な状態であり、表面含浸材塗布面以外からコンクリート内部への水分供給が想定される

場合等では、対象構造物の含水量を増大させる恐れがある。アルカリシリカ反応を発生させ

る反応性骨材が使用されている場合や凍害を受ける環境下では、これらの劣化を助長させる

場合もあることから、農業用コンクリート開水路の接水部における適用にあたっては専門技

術者へ照会することが望ましい。 

表 9.5-1 表面含浸材（シラン系）の概要 

工法の適用に
よる効果 効果を発揮する機構 材料 適用不可となる条件 

劣化因子の侵
入遮断 表面撥水性の付与 コンクリート表面へ

の疎水基の形成 シラン系 接水部 

 

9(5)イ 農業用コンクリート開水路における適用可能性 

シラン系表面含浸工法の農業用コンクリート開水路への適用可能性は、一般土木コンクリ

ート構造物で確認されている適用可能性を、農業用コンクリート開水路の気中部（図 9.5-1）

における適用可能性として基本採用した。 

ただし、現時点では開水路での実証がないことから、今後の適用事例等を考慮し、適用性

については適宜見直しを行う。 
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表 9.5-2 シラン系表面含浸工法の開水路における適用可能性 1) 

工法に要求される効果 

新設、既設一般土

木構造物における

表面含浸工法の 

適用性評価 ＊1 

農業用ｺﾝｸﾘ

ｰﾄ開水路で

求められる

劣化抵抗性 

農業農村整

備事業にお

ける採用実

績 ＊2 

農業用コンクリート開水路で

表面含浸工法に期待する効果

（単独工法の場合） 

接水部 気中部 

劣
化
に
対
す
る
抵
抗
性 

中性化抑制 

（中性化対策） 
△ 要 

有 

―＊3 △ 

凍結融解抵抗性 

（凍害対策） 
○ 要 ―＊3 ○ 

ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制 

（ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応対策） 
○ 要 ―＊3 ―＊3 

塩化物イオンの侵入抑制 

（塩害対策） 
○ 要 ―＊3 ○＊4 

摩耗抑制 ― 要 ―＊3 ―＊3 

美
観
・ 

景
観 

外観維持 ○ 

要     
排ガス付着防止 △ 

防藻・防カビ △ 

落書き防止 △ 

 

 

 
＊1 表面保護工法 設計施工指針（案） [工種別マニュアル編] p160 
＊2 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)では、適用工種及び適用目的までは不明。 
＊3 農業用コンクリート開水路での効果検証、適用事例が十分でなく、現時点では適用対象外とする。 
＊4 部材全体が気中に曝される堰柱や門柱、水路橋外面等であればシラン系表面含浸材の効果は十分に発揮される。

一方で、含浸面とは異なる面から水が浸透するような水利施設が供用される環境（例えば、開水路の背面土側）
では、コンクリート内部に水を溜め込み、表面含浸材と母材境界部での劣化を助長させる場合もある。 
従って、シラン系表面含浸材の耐凍害性への適用性は、水利施設が供用される環境によって異なる。 

 

 
1) (公社)土木学会：表面保護工法 設計施工指針(案) [工種別マニュアル編]、2005 

○：適用可能 
△：適用には検討が必要（他補修工との併用等） 
―：適用対象外 
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図 9.5-1 シラン系表面含浸工法の適用可能範囲 

 

シラン系表面含浸材は、部材全体が気中に曝される堰柱や門柱、水路橋外面等であれば工

法の効果は十分に発揮される。一方で、「9(5)ア 工法の概要・特徴」に記載のとおり、施工

面反対側からの水分供給がある場合等では、コンクリート内部に水を溜め込み、表面含浸材

と母材境界部での劣化を助長させる場合もある。 

従って、シラン系表面含浸材の耐凍害性への適用性は、水利施設が供用される環境によっ

て異なる 

常時気中の範囲（気中部と設定） 

季節により流水が接水する範囲 
（接水部と設定） 

＊擁壁天端部は、常時気中であるが、施工

性を考慮し、側壁内面と一体として施工

するものとし、接水部の範囲とした。 

シラン系表面含浸工法が効果を発揮すると想定される範囲 
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図 9.5-2 シラン系表面含浸工法の適用時に注意が必要な例 

 

また参考として、対象構造物が「新設コンクリート構造物の脱型後の表面・既設コンクリ

ート構造物の表面又は補修断面」となるが、(公社)土木学会から発行されている「表面保護工

法 設計施工指針（案）」における表面含浸工法の適用可能性を以下に示す。 

表面含浸の各工法における要求性能及びその性能に対する適用可能性については一覧を表

9.5-3 に示す 

 

表 9.5-3 シラン系表面含浸工法における要求性能及び一般コンクリート構造物への適用可能性 1) 

（適用範囲：新設コンクリート構造物の脱型後の表面・既設コンクリート構造物の表面又は補修断面） 

工法分類 反応機構 期待される機能
要求性能に

関する項目（大分類）
要求性能

に関する項目（小分類）
適用可能性

コンクリート表面の疎水機能
強化

水密性 防水 ○

劣化に対する抵抗性 凍結融解抵抗性（凍害対策） ○

劣化に対する抵抗性
アルカリシリカ反応抑制（アル
カリシリカ反応対策）

○

劣化に対する抵抗性 中性化抑制（中性化対策） △

劣化に対する抵抗性
塩化物イオンの侵入抑制（塩
害対策）

○

美観・景観 落書き防止 △
美観・景観 排ガス付着防止 △
美観・景観 防藻・防カビ △
美観・景観 外観維持 ○

水蒸気透過性 劣化に対する抵抗性 乾湿繰り返し抑制 ○

・シリコーン系撥水剤の1種で、撥水
機能を有する疎水基（アルキル基）
がコンクリート表面側になるように
形成されることでコンクリート表面に
撥水機能を付与
・配列されるアルキル基の間隔は水
滴（100～1000μm）よりも小さく、水
蒸気（0.0002μm）より大きいことか
ら水滴は通過できないが、水蒸気
は通過可能

シラン

水が移動媒体となる劣化因
子侵入の抑制

コンクリート表面からの水の
浸透防止

 

※対象構造物：「新設一般コンクリート構造物の脱型後の表面・既設一般コンクリート構造物の表面又は補修断面」 

 

 

 

 
1) (公社)土木学会：表面保護工法 設計施工指針(案) [工種別マニュアル編]、2005 

シラン系表面含浸工法
の適当により劣化促進
される可能性がある

フルーム開水路断面

側壁背面側から地下水に
よる水分供給
⇒コンクリート内部の含

水量の増大

○：適用可能 
△：適用には検討が必要（他補修工との併用等） 
―：適用対象外 
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9(5)ウ シラン系表面含浸工法の材料、工法について 

シラン系表面含浸材は、浸透性吸水防止材とも称され、アルキルアルコキシシランモノマ

ー、シランオリゴマー又はこれらの混合物を主成分とするもので、水系と溶剤系、無溶剤系

がある。 

表 9.5-4 表面含浸材の概要 1) 

表面含浸
工法 表面含浸材の概要と特記事項 反応機構及び特性 

シ
ラ
ン
系 

表
面
含
浸
工
法 

・浸透性吸水防止材とも称され、主成分

はアルキルアルコキシシランモノマ

ー、シランオリゴマー又はこれらの

混合物を主体とするもので、水系と

溶剤系、無溶剤系がある。  

・含浸したコンクリート表層部を疎水性

に改質する。 
・疎水層により、水が移動媒体となる劣

化因子の侵入が抑制される。 
・含浸後の乾燥によって固化するが、含

浸層に存在する細孔を完全に閉塞する

ことはない。 

 

9(5)エ 工法の施工 

シラン系表面含浸工法の標準的な施工手順を以下に示す。 

なお、施工方法の詳細については、各メーカー・材料毎に規定されているため、施工手順

書等を遵守すること。 

 

図 9.5-2 シラン系表面含浸工法の標準的な施工手順 

 
 

 
1) (公社)土木学会：表面保護工法 設計施工指針(案) [工種別マニュアル編]、2005 

 

前処理工 

 

 

含浸工 

① 劣化部除去工 
② 断面修復工 
③ 湧水対策・導水工 
④ 高圧洗浄工 
等 

① 施工前養生 
② 表層部水分率計測 
③ 素地調整 
④ 表面含浸材の施工 
等 

養生工 

準備工 ① 水替え工 
② 土砂等撤去工 
等 
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第10章 補強工法 

10(1) 補強工法の特徴 

開水路の補強工法は、対象とする部材の耐力、施工上の制約条件や施工環境等を考慮して、

設計・施工を行う必要がある。 

 

(1)接着工法 

鋼板・パネル接着工法は、コンクリート部材の主として引張応力作用面に鋼板あるいはパ

ネルを取り付け、曲げ耐力とせん断耐力の向上を図る工法である。 

連続繊維シート接着工法は、コンクリート部材の主として引張応力作用面に連続繊維を一

方向あるいは二方向に配置して、シート状にした補強材を既設部材と、接着、一体化させる

ことにより、主に曲げ耐力の向上を図る工法である。 

 

(2)打換え工法 

耐力の低下した部材を取り壊して、必要な耐力を有する部材を再構築する工法である。 

部材を撤去することで、構造物の安全性が低下するおそれがあるので、その間、仮設部材

等で安全性を確保する必要がある。 

 

(3)増厚工法 

既設コンクリートの表面にモルタル、コンクリート、若しくは鉄筋コンクリートを接着一

体化することにより、部材の断面や鉄筋量を増加させて補強する工法である。 

水路の内空断面を縮小させる場合は、水理的な検討を十分行う必要がある。 

 

【解説】 

構造物の補強工法は数多くあるが、本書では、種々の補強工法から、開水路の補強工法とし

て、接着工法、打換え工法及び増厚工法についてその概要を述べる。 

接着工法及び増厚工法を採用する場合は、既設の水路断面の縮小を招くこともあるので、事

前に計画最大通水量が流下することを照査する必要がある。 
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(1)接着工法 

10(1)ア(ア)  鋼板・パネル接着工法 

鋼板・パネル接着工法は、コンクリート面と鋼板あるいはパネルとの隙間に注入用接着材

を圧入するものである。注入用接着材としては、エポキシ樹脂接着材等が用いられている。

開水路における鋼板接着工法の例を図 10.1-1 に示す。 

既設コンクリートの劣化、強度不足が著しい場合及びひび割れが極端に進行している場合

は、鋼板又はパネルと既設コンクリートの一体化が不十分になり易く、補強効果が得られな

い場合があるため、事前に適切な補修を行うよう、検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

図 10.1-1 鋼板接着工法の例 

 

既設水路

鋼板
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10(1)ア(イ)  連続繊維シート工法 

連続繊維シート工法は、部材の曲げ破壊の防止や柱の変形応力の増大を目的に、部材に繊

維シートを接着する補強工法である。曲げ補強では、荷重を受けたときに引っ張りが働く部

分に部材の長手方向へシートを貼り付ける。連続繊維シートには、炭素繊維、アラミド繊維

等がある。 

連続繊維シート接着工法の特徴は以下のとおり。 

 

・連続繊維シートは、軽量で現場成形がしやすいため、作業空間が限定される場所での作業

が可能である 

・ひび割れ拘束効果や耐荷性能の向上効果が期待でき、積層数により補強量を調整できる 

・格子状に貼り付けることにより、既設コンクリートの表面のひび割れ進展等の観察ができ

る 

・断面剛性の増加が小さく、剛性の向上対策の効果は期待できない 

 

開水路における連続繊維シート工法の例を図 10.1-2 に示す。開水路の内側に連続繊維シ

ートを接着し、プライマー及び含浸接着樹脂は一般的にエポキシ樹脂が用いられる。エポキ

シ樹脂は紫外線劣化が懸念されるため、表面塗装の上塗材に用いる場合、耐候性に優れたも

のを選定する必要がある。 

開水路に連続繊維シート工法を適用する場合、既存コンクリート部材との一体性を確保す

るため、コンクリート表面の平滑化処理を行う必要がある。 

 

図 10.1-2 連続繊維シート工法の例 

 

既設水路

連続繊維シート
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(2)打換え工法 

打換え工法は、主に沈下等に起因して変形し、耐力の低下している部材の全体や部分を撤

去した後、同一材料で必要な耐力を有する部材を再構築するものである。工期や施工条件の

制約等がある場合、プレキャスト部材を利用することもある。 

部材の再構築にあたっては、既設部材との一体性を確実にするため、接合部の処理が重要

である。 

部材の取り壊しにあたっては、既設部材にひび割れを発生させない方法を採用する必要が

ある。 

開水路の側壁の劣化箇所を撤去し、鉄筋コンクリートで再構築した部分打換え工法の例を

図 10.1-3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本工法は、耐力が低下した部材を撤去するため、その際の施設の構造安全性の照査

が必要である。一時的な部材の撤去により、隣接する部材や構造物の安全性が低下する場合

は、その間、仮設部材等によって補強し、安全性を確保する。 

 

(3)増厚工法 

増厚工法は、既設コンクリート部材にモルタルや(鉄筋)コンクリート等の補強材を用いて、

部材断面を増加させることにより補強を行う。補強の目的に応じて、既設コンクリートと補

強材の接合部で適切に応力伝達が行われること、一体性が確保されていること及び補強材が

十分な強度を有していることが必要である。 

開水路における増厚工法の例を図 10.1-4 に示す。増厚工法は、既存コンクリート部材との

一体性の確保が重要であり、既設コンクリート表面の脆弱部分や表面に付着した藻や汚れ等

を除去し、打ち継ぎ、配筋に注意して施工する必要がある。既設コンクリートの損傷が著し

い場合は、表面はつり、ひび割れ処理や断面修復等を行って、増厚部との付着を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

断面増厚

鉄筋コンクリート
鉄筋

既設開水路

図 10.1-4 増厚工法の例 

既設開水路

部
材
の
交
換

鉄筋

鉄筋コンクリート

図 10.1-3 部分打換え工法の例 



-274- 

第11章 対策後の施設監視 

11(1)  基本的事項 

施設監視は、水利施設が所定の機能・性能を発揮するために、施設の劣化の進行状況等を見

極め、 適と判断される時点（適時）に適切な対策工事を実施できるようにすることなどを目

的として行うものである。対策工については、対策工施工後に、当該工法が備えるべき性能の

発揮・保持を確認することを目的とし、施工時及び供用時を対象に対策工法に応じた施設監視

計画を立案し、それに基づき必要に応じて実施する。 

施設監視は、施設管理者が実施する目視を主体とした日常点検と施設造成者が実施するモニ

タリングの２つが ある。 

 

【解説】 

11(1)ア  コンクリート開水路の補修・補強工事に関する現状 

コンクリート開水路の補修・補強の材料・工法は多種多様にあり、各々の長所・短所や対

策工法が持続的に効果を発揮するかについては、明らかにされていない。 

また、補修後比較的早期に変状が発生した事例に対して、その要因が材料、設計、施工、

環境条件のどの要因に起因するものなのか十分明らかにされていない。加えて、早期変状に

対する調査、評価手法も十分に確立されておらず、再劣化した補修・補強工法に対する対策

方法についても開発途上の段階にある。 

 

11(1)イ  施設監視の目的 

長寿命化対策後の施設のモニタリング調査の目的は以下の２つである。 

・対策工法の効果検証、性能照査手法や工法選定等の設計手法へのフィードバック 

・個別施設の再対策の要否検討（要否判定基準の整理）のための技術情報の収集 

 

11(1)ウ  施設監視の内容と実施者 

施設監視には、施設管理者が日常業務の範囲内で実施する「日常点検」と施設造成者が工

法効果の評価や変状の進行性の評価することを目的に実施する「モニタリング」がある。モ

ニタリングについては対策工法の完成度・信頼度、施設条件、健全度等を踏まえ、実施頻度

や調査項目を設定して実施する。 
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11(1)エ  施設監視計画の策定 

施設監視においては、対策工法の完成度・信頼度、施設の重要度、施設条件を踏まえた施

設監視計画を策定する。施設監視計画の策定にあたっては、後述する基本情報を収集整理す

るとともに、日常点検の方法・頻度、モニタリング調査の方法・頻度等を明示する。施設監

視計画において記載する項目例を表 11.1-1 に示す。 

 

表 11.1-1 施設監視において記載する項目例 

検討項目 内容 

基本情報の収集整理 
施設情報、工法情報、施工情報等の基本情報を整理す

る。 

日常点検 
実施者（施設管理者等）、日常点検の頻度、記録の方

法、変状発見時の対応方法 

モニタリング調査 

実施者（施設造成者等）、モニタリング調査の頻度、定

点調査の位置、モニタリング調査方法、記録・分析の

方法 

 

 

11(2)  着目すべき変状 

補修工法に生じる変状の形態や想定される発生要因は、工法の使用材料の特性によって異な

ることが考えられるため、施設監視ではこれらの特性に留意する。 

 

【解説】 

既往の補修事例等の情報から、対策工法毎に想定される変状形態と発生要因について表

11.2-2、表 11.2-3 のとおり整理した。モニタリング調査や変状の発生要因の検討の際の参考

にする。 

なお、調査やデータ蓄積の精度を高めるため、補修工法の主材料に現れる変状の種類と用語

を表 11.2-1 のとおり定義付ける。  

調査にあたっては、母材の変状と関連した変状の発生のほかに、外的要因により発生する変

状も想定されることから周辺状況の変化にも注意を払う必要がある。表面被覆工法においては、

断面修復材と表面被覆材の境界等、異種材料の境界部に浮きが発生しやすい。また、施工前の

事前処理や施工時の温度管理等の施工管理が十分に実施されていない施設において変状が顕著

に発生していることがこれまでの調査結果から確認されていることに留意して調査及び変状発

生要因の検討を行う。 
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表 11.2-1 補修工法に発生する主な変状 

補修工法 

発生変状 
変状の状態 

変状が発生しやすいと 

想定される補修材料 

補修工法の性能に 

及ぼす変状の影響 

ひび割れ 
材料表面に生じた割れ目のこ

とで、材料の亀裂までには達

していない状態。 

無機系塗布材、パネル・シー

ト材、無機・有機系目地やひ

び割れ補修材、ゴム・テープ

材  

割れ目より劣化因子が侵

入し、付着性や耐久性が

低下する 

亀裂  
材料に裂け目がある状態、若

しくは貫通ひび割れのこと。  
無機・有機系塗布材、パネ

ル・シート材、テープ材 

割れ目より劣化因子が侵

入し、付着性や耐久性が

低下する 
剥離・剥落へ繋がる 
母材への劣化因子の侵入 

摩耗  

流水中の砂や礫等による摩擦

や材料成分の溶脱により、材

料表面が削られたり、消失し

たりすること。  

無機系塗布材、パネル・シー

ト材 
中性化抑止性や通水性、

耐久性の低下 

浮き  
材料と母材との付着性が損な

われている状態。  

無機・有機系塗布材、パネ

ル・シート材、無機・有機系

目地やひび割れ補修材、ゴ

ム・テープ材 

付着性の低下 
剥離・剥落へ繋がる 

膨れ  
背面からの外力等により、材

料が盛り上がって膨らんだ状

態。  
有機系塗布材、テープ材 

付着性や耐久性の低下 
剥離・剥落へ繋がる 

剥 離 ・ 剥

落 

浮き・膨れの状態にあった材

料が何らかの要因で母材から

剥がれる状態が剥離。  
材料が母材から完全に剥がれ

た状態が剥落。 

無機・有機系塗布材、パネ

ル・シート材、テープ材 
母材への劣化因子の侵入 

欠損  
衝撃等の外力や劣化等によ

り、材料の一部が欠けて無く

なった状態。 

無機系塗布材、パネル・シー

ト材、無機・有機系目地やひ

び割れ補修材、ゴム材 

欠損箇所より劣化因子が

侵入し、耐久性が低下 
剥離・剥落へ繋がる 
母材への劣化因子の侵入 

錆・腐食 
空気や湿気等の作用で鉄筋表

面に生じる酸化物や炭酸塩等

の皮膜。 
鉄筋を使用している補修工法  耐久性や耐荷力の低下 

皺(しわ） 
材料の表面にできる細い節

目。 
シート材  耐久性や通水性の低下 

硬化  
紫外線の劣化等に伴い材料が

硬化すること。 
ゴム材、有機系材料  

付着性や耐久性の低下 
伸縮追従性や止水性の低

下 

＊これまで確認された発生変状を踏まえて整理したものであり、これ以外の変状も起こり得る。 

 モニタリング調査の結果を踏まえて必要に応じて内容を修正、発生変状の追加を行う。 



-277- 

表 11.2-2 表面被覆工法・断面修復工法に想定される変状形態と発生要因 

工法 主な変状 想定される要因 変状発生イメージ図・変状写真 

表
面
被
覆
工
法 

無
機
系
被
覆
工
法 

ひび割れ  
母材コンクリートの挙動、凍

害、乾燥収縮  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【左：乾燥収縮ひび割れ、右：浮き】 

浮き  
接着不良、母材と補修材料の

熱膨張率の差、乾燥収縮  

摩耗  
流水・流砂、表面からの Ca

成分溶脱  

劣化因子

の侵入  
表面被覆効果の低下  

有
機
系
被
覆
工
法 

膨れ  

接着不良、施工時の空気の巻

き込み、地下水浸透、湿潤面

の施工による水分の気化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【左：膨れ、右：亀裂と欠損】 

ひび割れ  
紫外線等による劣化、母材コ

ンクリートの挙動 

変色  
紫外線等による劣化、苔や微

生物の付着 

劣化因子

の侵入  
表面被覆効果の低下  

パ
ネ
ル
工
法 

浮き  

パネルのそり・たわみ、裏込

め材の未充填・収縮・隙間か

らの流出  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【左：亀裂（無機系ﾊﾟﾈﾙ）、右：全体的な浮き・剥

離（シート）】 

ひび割れ  母材コンクリートの挙動  

劣化因子

の侵入  
表面被覆効果の低下 

シ
ー
ト
工
法 

浮き  接着不良  

剥離・剥

落 
浮きの進行、材料の劣化の進

行  

皺  施工不良等  

  

亀裂
ひび割れ

剥離・剥落

浮き

欠損

膨れ

浮き

剥離・剥落

亀裂

亀裂
ひび割れ

剥離・剥落

浮き

浮き

シート系接着工

パネル系接着工

欠損

モルタル流出痕
（浮き）

皺
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表 11.2-3 表面被覆工法・目地補修工法に想定される変状形態と発生要因 

工法 主な変状 想定される要因 変状発生イメージ図・変状写真 

表
面
被
覆
工
法 

水分の浸透抑

制効果の減少  

表面からの成分溶脱、

化学的な分解  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浮き】 

劣化因子の侵

入  

表面からの成分溶脱、

化学的な分解 

摩耗  
流水・流砂、表面から

の成分溶脱 

目
地
補
修
工
法 

充
填
工
法 

充填材の離

脱、母材との

付着切れ（剥

離）、ひび割

れ 

充填材の劣化による離

脱、背面からの水圧に

よる母材コンクリート

との付着切れ、目地の

伸縮によるひび割れ等 

 

 

 

 

 

             

             【亀裂】 

被
覆
工
法 

シート・テー

プの浮き、剥

離、ひび割れ 

目地の伸縮や接着材劣

化、シート強度不足に

よるシート・テープ材

の浮きや剥離、ひび割

れ 

 

 

 

 

 

             【浮き】 

成
形
ゴ
ム
挿
入
工
法 

成形ゴムの離

脱、母材との

付着切れ（剥

離） 

ゴムの経年劣化や背面

からの水圧、目地の伸

縮等による成形ゴムの

離脱、母材コンクリー

トとの付着切れ 

 

 

 

 

 

              【ひび割れ】 

11(2)ア  モニタリング調査の留意事項 

当該工法の開発業者に変状の発生要因や工法の性能状態等について見解を聴取することは、

変状の発生要因の特定だけでなく、対策工法の改善にもつながり有効である。必要に応じて、

モニタリング調査に同行してもらうことも検討する。 

調査にあたっては、原則、断水・排水して水路内の残水を極力排除して、天端部・底版

部・側壁部・外面側壁部（補修している場合）等の対策した部位を全て対象に行う。また、

調査箇所はブラシや高圧洗浄機等により苔や泥を除去し、表面を洗浄した上で調査する。 

亀裂
ひび割れ

剥離・剥落

浮き

欠損

ひび割れ

欠損

浮き

接着面

亀裂

ひび割れ

膨れ

剥離・剥落

浮き

ひび割れ

欠損

浮き
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11(3)  基本情報の記録・収集・整理 

長寿命化対策の実施段階においては、対策前の施設状態に関する情報、対策工法の要求性能

の設定や選定に関する設計情報、対策工法の特徴や性能等の工法情報、施工時の状況や施工管

理結果の施工情報を記録、保存することを基本とする。これらの情報がない場合は、関係機関

（施設管理者等）や対策工事時の担当者へのヒアリングを行い収集する。 

また、対策実施後の維持管理情報についても、同様に収集・整理する。 

 
【解説】 

長寿命化対策の実施段階においては、対策前の施設情報、対策工法の選定や工法性能に関す

る工法情報、施工時の状況や施工管理結果等の施工情報を記録し、整理する。 

また、モニタリング調査実施前に施設管理者に現況施設の通水条件や施設変状の有無、維持

管理上の課題について聞き取り調査を行い、整理する。 

これらの基本情報をモニタリング調査の計画立案や対策後の施設の発生変状の要因評価の際

に活用する。 

基本情報が記録、保存されていない場合は、関係機関（施設管理者等）や対策工事時の担当

者に聞き取り調査（ヒアリング）を実施し、情報を収集する。 

収集すべき基本情報とその収集・整理目的について表 11.3-1 に示す。 
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表 11.3-1 モニタリング調査に係る基本情報の収集・整理事項 

情報項目 整理目的 

施
設
情
報 

基本情報 
都道府県名、水路形式、施設名、施設の経過年数

等  補修工法の変状発生要因等

を評価する際に、施設の構

造や立地条件、使用環境条

件等で留意する点がないか

確認するために把握する。 

モニタリング

対象区間の基

本情報 

供用開始年、構造形式、設計水深、目地間隔、計

画 大通水量、かんがい期・非かんがい期の平均

水深等  
地域劣化特性、地下水位等の水分供給状況、日当

たり、周辺外部環境の状況、流下物や水質の状況  

モニタリング

対象区間の既

設構造物の劣

化状況 

主な劣化変状、主な劣化要因  補修工法の変状発生要因等

を評価する際に、施設の変

状や工法選定の妥当性等で

留意する点がないか確認す

るために把握する。 

ひび割れや剥離等の状況、鉄筋露出や錆汁の有無  

コンクリート圧縮強度、中性化深さ、鉄筋かぶり

深さ、目地の変状  

工
法
情
報 

基本情報 

対策工法名、工法に求める性能、工法選定理由

（補修目的）  

モニタリング調査項目の設

定や補修工法の変状発生要

因の評価等のために、対策

工法の目的や要求性能を把

握する。 

対策工法の特徴や使用材料、品質試験結果（品質

管理項目、試験方法、結果）  

補修工法の変状発生要因の

評価等の際に、対策工法の

性能や品質に留意する点が

ないか確認するために把握

する。 

施
工
情
報 

基本情報 
施工期間（工期）、施工延長、施工期間中の主な

天候  
補修工法の変状発生要因の

評価等の際に、施工時の各

種条件において留意する点

がないか確認するために把

握する。 

下地処理 洗浄方法、母材の付着強さ  
仮設 仮囲いや水替えの有無  
他の補修工法

の併用 
止水・導水処理工、ひび割れ補修工、断面修復工

の有無  
各工程の実施

状況 
使用材料、施工時の環境条件、施工者、施工量

（被覆厚）、養生方法等  

施工管理 被覆材の付着強さ、被覆厚さ、外観等  
補修工法の性能低下等を評

価する際に、初期値として

施工管理結果を把握する。 

維
持
管
理
情
報 

維持管理情報 
施設を管理している際に発見した施設、及びその

周辺の異常・変状等 

調査時に留意すべき箇所

等、施設管理者に聞取り調

査を実施し、現況施設の状

態や維持管理状況を把握す

る。 

 

 

 




